
　　法人の長

　　理事

　　理事（非常勤）

　　監事

　　監事（非常勤）

平成29年度年間報酬等の総額
報酬(給与) 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

16,290 11,580 4,617 93 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

15,072 10,740 4,282 50 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

12,968 9,303 3,641 24 (通勤手当)

千円 千円 千円 千円

989 (地域手当)

24 (通勤手当)

648 (単身赴任手当)

千円 千円 千円 千円

該当者なし (　　　　)

千円 千円 千円 千円

1,704 1,704 0 0 (　　　　)

千円 千円 千円 千円

1,704 1,704 0 0 (　　　　)

前職
その他(内容)

　注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
　注２：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が高い地域に在勤していた役員に本学就任後２年間に限
　　　　り支給されているものである。
　注３：「前職」欄の「◇」は、役員出向者であることを示す。

役名
就任・退任の状況

Ｃ 理 事

Ｂ 監 事
(非常勤)

3,360

法人の長

H30.3.31

Ｂ 理 事

Ａ 監 事
(非常勤)

該当者なし

Ａ 理 事

1　役員報酬についての基本方針に関する事項
Ⅰ 役員報酬等について

国立大学法人兵庫教育大学の役職員の報酬・給与等について

②  平成29年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　実績を含む。）

当法人においては、本学が定める役員に支給する期末特別手当（ボーナス）において、役員の俸給等
に、その者の職務実績に応じ、経営協議会が定める割合を乗じた額としている。
なお、業績給については未導入であり、今後引き続き検討する予定である。

 ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法
人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運
営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人324人）や教育・研究事業で比較的同等と認め
られる、以下の法人等を参考とした。
(1) 国立大学法人上越教育大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施して
　　いる（常勤職員数289人）。公表資料によれば、平成28年度の長の年間報酬額は16,534千円
　　であり，公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると，16,519千円と
　　推定される。同様の考え方により，理事については12,161千円と推定される。
　　国立大学法人鳴門教育大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施して
　  いる（常勤職員数345人）。公表資料によれば、平成28年度の長の年間報酬額は16,434千円
    であり，公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると，16,359千円と
　　推定される。同様の考え方により，理事については12,053千円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額･･･23,175千円

③ 役員報酬基準の内容及び平成29年度における改定内容

監　　事

該当者なし

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。国立大学法人兵庫教育大学
役員報酬規程に則り、月額142,000円を支給している。

２　役員の報酬等の支給状況

役員報酬支給基準は、俸給月額、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身
赴任手当及び期末特別手当から構成されている。月額については、国立大学
法人兵庫教育大学役員報酬規程に則り、本給（965,000円）に該当する手当
（7,776円）を加算して算出している。期末特別手当についても、国立大学
法人兵庫教育大学役員報酬規程に則り、期末特別手当基準額（本給及び地域
手当及び広域異動手当の月額＋（本給＋地域手当及び広域異動手当）×100
分の20＋（本給×100分の25)）に、6月に支給する場合においては100分の
155、12月に支給する場合においては100分の175を乗じ、さらに基準日以前6
箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし
ている。
なお，平成29年度は給与法指定職の改定に準拠し、期末特別手当の支給率の
引き上げ（年間0.05月分）を実施した。

報酬基準の内容及び平成29年度における改定内容について上記と同じ。
（ただし、本給及び手当額に関する記載を除く。）

◇H30.3.30
12,629 7,608



　　法人の長

　　理事

　　理事（非常勤）

　　監事

　　監事（非常勤）

支給額(総額) 退職年月日 業績勘案率
千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

8 0

42,699 (36) (0)

千円 年 月

該当者なし
千円 年 月

該当者なし

【文部科学大臣の判断理由等】
判断理由

理 事 Ｃ 該当者無し

理 事 Ｃ

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

４　役員の退職手当の支給状況（平成29年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

法人の長

H30.3.31 1.0

５　退職手当の水準の妥当性について

区分

区分 法人での在職期間

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

【文部科学大臣の検証結果】

前職

兵庫教育大学の監事は、職員数324名及び学生数1,500名が所属する教員養成
系の単科大学の業務全般について,監査業務を司っている。
その非常勤監事の月額単価は、他の教員養成系単科大学の監事の報酬水準と
同水準となっている。
こうした職務内容の特性や他の教員養成系単科大学との比較を踏まえると、
報酬水準は妥当であると考える。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人と
の比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

理 事 Ａ

法人の長

該当者なし

理 事 Ｂ

兵庫教育大学の理事は、職員数324名及び学生数1,500名が所属する教員養成
系の単科大学の運営について、3名でそれぞれの担当について学長を補佐し
大学の業務を掌理している。兵庫教育大学では、理事の報酬月額を法人化移
行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事
の職務内容の特性は上記大学の用務内容から、法人化移行前と同等以上であ
ると言える。また、他の教員養成系単科大学の理事の報酬水準と同水準と
なっていることから、報酬水準は妥当であると考える。

　兵庫教育大学は、教員の資質能力の向上と学校教育の改善を求める社会的
要請に応えるため、「現職教員に対する高度な専門性と実践的指導力の育
成」、「実践力に優れた新人教員の養成」、「教育実践学の推進」、「教師
教育の先導的モデルの構築」、「教育研究成果の国内外への発信」を使命と
しており、学校現場のニーズや課題、教育政策などの変化に対応し、新しい
カリキュラムと指導方法の開発などの取り組みを学長のリーダーシップの下
で推進している。
　そうした中で、兵庫教育大学の学長は職員数324名の法人の代表として、
その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任
者と教学責任者の職務を同時に担っている。
　兵庫教育大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸
給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記の
とおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年度における業
績評価の結果を勘案したものとしている。
　また、他の教員養成系単科大学の長の報酬水準と同水準となっている他、
民間給与実態調査（人事院）による大学の学長の平均報酬月額（1,050,548
円）と比べても同水準であり、報酬水準は妥当であると考える。

該当者なし

理 事 Ｂ

該当者なし

当該理事は、第2期中期目標・中期計画期間の6年間、第3期中期目標・中期計画期間の2年間の計8年間、
理事・副学長をつとめ、本学の教育・研究・国際交流の進展に大きく寄与した。これらの功績により、当
該理事の業績勘案率については、業務に対する貢献度と国立大学法人評価委員会が行う法人業績評価の結
果を総合的に判断したうえで、経営協議会の議を経て1.0と決定した。

該当者無し

理 事 Ａ

本学の役員への業績給の仕組みについては未導入である。今後、学長の業績評価も含め、引き続き検
討する予定である。



制度の内容

昇　給

　職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等，国家公務員のほか、人事院勧告
を参考にした。
(1) 国立大学法人上越教育大学･･･当該法人は、教員養成系単科大学で事業内容等において類似
　　する国立大学法人であり、法人規模についても同等（常勤職員数289人）となっている。
　　国立大学法人鳴門教育大学･･･当該法人は、教員養成系単科大学で事業内容等において類似
　　する国立大学法人であり、法人規模についても同等（常勤職員数345人）となっている。
(2) 国家公務員･･･平成29年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は
　　410,719円となっており、全職員の平均給与月額は416,969円となっている。

　職員の勤務成績等に応じて、現に受けている俸給の昇給・昇格・降格及び賞与時期（6月・12
月）における支給割合の増減を行っている。

6月1日及び12月1日（以下「基準日という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基
準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給割合
を決定する。

賞与：勤勉手当
（査定分）

①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

国立大学法人兵庫教育大学職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（俸給の調整額、管理職手当、
職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単
身赴任手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、特別貢献手当、特殊勤務手当、超過勤務手
当、休日給、　夜勤手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手
当及び特別調整額）としている。
期末手当については、期末手当基準額（俸給月額＋俸給の調整額＋扶養手当＋教職調整額＋地域
手当＋広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に6月に支給する場合においては100分
の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給月額＋俸給の調整額＋教職調整額＋地域手当＋広域
異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額俸給）に基準日以前6箇月以内の期間における勤務期
間の区分に応じた割合及び勤務成績に応じて細則で定める割合を乗じて得た額としている。
なお、平成29年度における主な改正内容は以下のとおりである。

○教職員関係
　（１）勤勉手当について、12月期を0.85月分から0.1月分増額
　（２）俸給表を平均約0.2％増額
　（３）初任給調整手当を増額
　※（１）については平成29年12月1日適用、（２）（３）は平成29年4月1日から適用

○役員関係
　（１）期末特別手当について、12月期を3.25月分から0.05月分増額
　※平成29年12月1日適用

③　給与制度の内容及び平成29年度における主な改定内容

１　職員給与についての基本方針に関する事項
Ⅱ 職員給与について

原則として、1年間良好な成績で勤務した者には、4号俸上位の号俸に昇給させるこ
とが出来る。

昇格・降格
昇格：特に勤務成績が優秀で、かつ本学が定める必要経験年数を有している者は上
位の職務の級に決定することが出来る。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することが出来る。

②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

給与種目



うち通勤手当

人 歳 千円 千円 千円 千円

247   48.3 7,437  5,411  163  2,026  
人 歳 千円 千円 千円 千円

86   44.5 5,795  4,285  148  1,510  
人 歳 千円 千円 千円 千円

126   53.0 8,841  6,364  188  2,477  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

33   39.9 6,518  4,795  105  1,723  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1   
人 歳 千円 千円 千円 千円

1   
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

14   47.5 4,203  4,203  146  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

3   63.8 5,582  5,582  320  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

2   
人 歳 千円 千円 千円 千円

9   43.7 3,780  3,780  100  0  

人 歳 千円 千円 千円 千円

3   63.8 3,218  3,218  153  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

3   63.8 3,218  3,218  153  0  

〔年俸制適用者〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

10   44.4 8,903  8,903  231  0  
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

10   44.4 8,903 8,903 231 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

任期付職員

総額

常勤職員

うち賞与

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

特任教員

教育職種
（大学教員）

指定職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

常勤職員

事務・技術

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員、再任用職員及び年俸制適用者を除く。
注２：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注３：「任期付職員（特任教員）」とは、専門分野について高度な実務経験及び教育上の能力を有する者を、
　　教育上の職務に関して特別の契約により教育・研究に従事するもので、特任教授及び特任准教授をいう。
注４：「任期付職員（特命教員）」とは、高度の専門的知識を有する者を、特定のプロジェクト遂行の業務に
　　関して特別の契約により研究に従事するもので、特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教をいう。
注５：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」「指定職種」及び任期付職員の「特命教員」については、
　　該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は
　　記載していない。
注６：在外職員及び非常勤職員については、該当者がいないため記載を省略した。

区分

①　職種別支給状況

特定教職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

人員

医療職種
（病院医師）

２　職員給与の支給状況

平成29年度の年間給与額（平均）

事務・技術

特命教員

再任用職員

特定教職員

その他

その他医療職種
（医療技術職員）

うち所定内
平均年齢

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）



②

千円
　
人

千円
　
人

③
（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

2 － － － －

6 55.3 7,590 8,250 7,329

12 53.1 7,102 7,976 6,478

32 48.2 5,879 6,598 5,006

15 43.0 5,138 5,982 4,017

19 29.3 3,705 4,623 3,032

 　・課長補佐

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

平均年齢

注１：年齢28～31歳の該当者は1人、32歳～35歳の該当者は4人であるため、当該個人に関する情報が特定される
　　　おそれがあることから、年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

　注２：年齢24～27歳の該当者は3人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
　　　　年間給与額の第1・第3分位については表示していない。

注２：年齢28～31歳の該当者は1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　年間給与については表示していない。

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

　注１：本学では係員は課員、係長は主査、課長補佐は室長、副課長の職名を用いている。
　注２：部長の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　　平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

人員

　年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））〔在外職員、任期付職
員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

分布状況を示すグループ

代表的職位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

　 ・係長

　注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年間給与額

　 ・係員

　 ・主任

（最高～最低）

　 ・課長

　 ・部長
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（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円 千円

74 57.6 9,433 10,825 7,619

43 48.2 7,786 8,676 6,214

7 39.4 6,574 8,562 5,681

2

④

（事務・技術職員）

夏季(6月) 冬季(12月) 計

％ ％ ％

58.3 58.7 58.5

％ ％ ％

41.7 41.3 41.5

％ ％ ％

48.5～
38.6

47.4～
38.6

47.9～
38.6

％ ％ ％

59.6 59.6 59.6

％ ％ ％

40.4 40.4 40.4

％ ％ ％

43.3～
37.5

42.9～
37.5

43.1～
37.5

（教育職員（大学教員））

夏季(6月) 冬季(12月) 計

％ ％ ％

59.3 58.7 59.0

％ ％ ％

40.7 41.3 41.0

％ ％ ％

45.2～
38.9

44.5～
38.9

44.8～
38.9

％ ％ ％

59.2 59.4 59.3

％ ％ ％

40.8 40.6 40.7

％ ％ ％

46.2～
38.0

45.5～
38.3

45.8～
38.3

　注１：助教の該当者は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　　人員以外は記載していない。

（平均）

一般職員

代表的職位

（平均）

管理職員

区分

（最高～最低）

最高～最低

人員

最高～最低

査定支給分（勤勉相当）

一律支給分（期末相当）

　・助教

平均年齢

一般職員

分布状況を示すグループ
年間給与額

管理職員

　・教授

（平均）

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）

　・講師

　・准教授

最高～最低

一律支給分（期末相当）

区分

査定支給分（勤勉相当）

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）

（平均）
最高～最低

　賞与（平成29年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員(大学教員))



○事務・技術職員

８９．８

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等か
ら給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に
努めていただきたい。

　給与水準の適切性の
　検証

（法人の検証結果）
【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　75％】
　（国からの財政支出額　3,587百万円、
　　支出予算の総額　　　4,765百万円：平成29年度予算）
【累積欠損額　0円（平成28年度決算）】
【管理職の割合　14％（常勤職員数324名中44名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　84％（常勤職員数324名中272名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　52％】
　（支出総額　4,691百万円、
　　給与・報酬等支給総額　2,451百万円：平成28年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出割合は75％であるが、対国家公務員の指数
は83.0、平成29年度決算における累積欠損額は無いことから、
給与水準は適切であると考える。

国に比べて給与水準が
高くなっている定量的
な理由

国からの財政支出割合を考慮しつつ，適正な給与水準を維持する。

（参考）対他法人　　　　　　　９４．８

・年齢・学歴勘案　　　　　　　８３．０

・年齢・地域勘案　　　　　　　９１．３

・年齢・地域・学歴勘案　　　　９１．２

対国家公務員
指数の状況

項目

講ずる措置

内　容

３　給与水準の妥当性の検証等

・年齢勘案　　　　　　　　　　８３．０

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標

　　注：上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，平成28年度の
　　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。



Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ) 2,451,211 2,356,975
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ) 229,570 131,023
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ) 281,851 276,980
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｄ) 393,336 382,169
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,355,968 3,147,147 0 0 0 0

　 総人件費について参考となる事項

注１：年間給与には期末・勤勉手当も含める。
注２：年間給与に含まれる期末・勤勉手当について、大卒後（大学教員は修士課程修了後）
      すぐに採用した職員を想定しているため、6月期に支給される期末・勤勉手当については、
　　　期間率を割り引いて算出している。

特になし

Ⅳ　その他

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

最広義人件費

　注１：「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用
　　　及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「９役員及び教職員の給与の明
　　　細」における非常勤の合計額と一致しない。
　注２：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上して
　　　いる。

福利厚生費

退職手当支給額

事務・技術職員
（扶養親族がいない場合）
○　２２歳（大卒初任給）
　　月額　179,200円　年間給与　2,639,114円
○　３５歳（主任）
　　月額　272,400円　年間給与　4,470,084円
○　５０歳（係長（主査））
　　月額　341,600円　年間給与　5,605,656円

教育職員（大学教員）
（扶養親族がいない場合）
○　２４歳（助教、大学院修士課程修了初任給）
　　月額　240,000円　年間給与　3,673,496円
○　３５歳（講師）
　　月額　351,400円　年間給与　6,014,008円
○　５０歳（准教授）
　　月額　450,700円　年間給与　7,676,054円

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給

本学の職員への業績給の仕組みについては年俸制適用教育職員を除き未導入であり、今後引き続き検
討する予定である。

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

非常勤役職員等給与

区　　分

①「給与，報酬等支給総額」が対前年度比3.8%減となったこと、「福利厚生費」が対前年度比2.8%減と
なったこと等の主な理由は、退職した教職員者の後任補充を抑制したこと、若手教職員を採用したこと
が考えられる。

②役員及び教職員の退職手当については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11
月17日閣議決定）に基づき、人事院から示された退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏ま
え、官民均衡を図るために設けられている調整率を、平成30年1月1日より、87/100から83.7/100に引き
下げを行った上で支給した。

給与、報酬等支給総額


